
議

案

第

十

二

号

杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

九

年

二

月

二

十

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

に

関

す

る

条

例

（

趣

旨

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

地

方

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

）

第

二

十

四

条

第

六

項

並

び

に

公

立

の

義

務

教

育

諸

学

校

等

の

教

育

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

法

（

昭

和

四

十

六

年

法

律

第

七

十

七

号

）

第

三

条

及

び

第

六

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

学

校

教

育

職

員

の

給

与

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

つ

い

て

特

例

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

（

定

義

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

学

校

教

育

職

員

（

以

下

「

職

員

」

と

い

う

。

）

と

は

、

杉

並

区

立

小

学

校

、

中

学

校

及

び

特

別

支

援

学

校

の

教

頭

、

教

諭

、

養

護

教

諭

、

助

教

諭

、

養

護

助

教

諭

及

び

講

師

（

常

時

勤

務

の

者

及

び

地

方

公

務

員

法

第

二

十

八

条

の

五

第

一

項

に

規

定

す

る

短

時

間

勤

務

の

職

を

占

め

る

者

に

限

る

。

）

の

う

ち

、

市

町

村

立

学

校

職

員

給

与

負

担

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

五

号

）

第

一

条

第

一

号

に

規

定

す

る

職

員

以

外

の

者

を

い

う

。

（

教

職

調

整

額

の

支

給

等

）



第

三

条

職

員

の

う

ち

そ

の

属

す

る

職

務

の

級

が

一

級

、

二

級

又

は

特

二

級

で

あ

る

者

に

は

、

そ

の

者

の

給

料

月

額

の

百

分

の

四

に

相

当

す

る

額

の

教

職

調

整

額

を

支

給

す

る

。

２

前

項

に

規

定

す

る

者

の

う

ち

、

特

別

区

人

事

委

員

会

（

以

下

「

人

事

委

員

会

」

と

い

う

。

）

の

承

認

を

得

て

杉

並

区

教

育

委

員

会

規

則

（

以

下

「

教

育

委

員

会

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

者

に

は

、

同

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

そ

の

者

の

給

料

月

額

の

百

分

の

四

に

相

当

す

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

額

の

教

職

調

整

額

を

支

給

す

る

。

３

教

職

調

整

額

の

支

給

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

、

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

。

４

職

員

（

杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

号

。

以

下

十

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

三

条

の

規

定

に

基

づ

き

管

理

職

手

当

の

支

給

を

受

け

る

者

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

に

つ

い

て

は

、

給

与

条

例

第

二

十

二

条

及

び

第

二

十

三

条

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

（

教

職

調

整

額

を

給

料

と

み

な

し

て

適

用

す

る

条

例

等

）

第

四

条

前

条

第

一

項

の

教

職

調

整

額

の

支

給

を

受

け

る

者

に

係

る

次

に

掲

げ

る

条

例

の

規

定

及

び

こ

れ

ら

に

基

づ

く

教

育

委

員

会

規

則

等

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

の

教

職

調

整

額

は

、

給

料

と

み

な

す

。

一

給

与

条

例

（

第

十

六

条

、

第

二

十

六

条

、

第

二

十

九

条

及

び

第

三

十

二

条

の

規

定

に

限

る

。

）

二

外

国

の

地

方

公

共

団

体

の

機

関

等

に

派

遣

さ

れ

る

職

員

の

処

遇

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

六

十

三

年

杉

並

区

条

例

第

四

号

）

（

職

員

の

超

過

勤

務

及

び

休

日

勤

務

）



第

五

条

職

員

に

つ

い

て

は

、

原

則

と

し

て

、

超

過

勤

務

（

杉

並

区

学

校

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

号

。

以

下

「

勤

務

時

間

条

例

」

と

い

う

。

）

九

第

十

条

に

規

定

す

る

勤

務

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

及

び

休

日

勤

務

（

勤

務

時

間

条

例

第

十

三

条

及

び

第

十

四

条

の

規

定

に

よ

る

休

日

並

び

に

勤

務

時

間

条

例

第

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

代

休

日

に

お

け

る

勤

務

を

い

う

。

次

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

は

さ

せ

な

い

も

の

と

す

る

。

２

職

員

に

対

し

超

過

勤

務

及

び

休

日

勤

務

を

さ

せ

る

場

合

は

、

次

に

掲

げ

る

業

務

に

従

事

す

る

場

合

で

、

臨

時

又

は

緊

急

に

や

む

を

得

な

い

必

要

が

あ

る

と

き

に

限

る

も

の

と

す

る

。

一

学

校

行

事

に

関

す

る

業

務

二

職

員

会

議

に

関

す

る

業

務

三

非

常

災

害

等

や

む

を

得

な

い

場

合

に

必

要

な

業

務

附

則

こ

の

条

例

は

、

平

成

十

九

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

区

が

学

校

教

育

職

員

を

採

用

す

る

こ

と

に

伴

い

、

当

該

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

特

別

措

置

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。
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